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日本における外国人とは
Migrants in Japan

 「オールドカマー」：旧植民地出身者とそ
の子孫
“Old Comers”, Korean and Chinese; people 

from the Japanese former colonies and their 
descendants

 「ニューカマー」：80年代以降日本に移住
した人々
“New Comers”, those who have come to 

Japan since the 1980s



移住労働者とは?—Who Are Migrant Workers?

就労できる在留資格を持っている労働者:

教師、専門技術者、通訳、コックなど

日系労働者 （主に、ブラジル・ペルーから）、配偶者、永住者

非正規滞在者（オーバーステイ）

技能実習生

労働者じゃない労働者:

（研修生、）家事労働者、エンターテイナー
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日本の外国人登録者数・在留外国人数
Changes in the Number of Registered Foreign Nationals and its Percentage of 

the Total Population in Japan

出典：法務省入国管理局（2009年7月～2012年12月）

(2008.12)
2,217,426

1.74%

2,134,151
1,67%

（2010.12）

2,078,480
1.63%

（2011.12）

2,033,656
1.60%

（2012.12）

2 086,603 
（2014.6）



日本の労働者人口に占める外国人労働者の割合（2014）
The Percentage of Migrant Workers of the Total Labor in Japan

・出典：総務省統計局労働力調査（2014年10月～12月）
厚生労働省職業安定局（2014年10月）

外国人労働者数
The Number of Migrant Workers

About 787,627

About 1.49% 

日本における賃金労働者数
The Number of Labour

52,840,000



何が起きているのか
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国連などからの勧告と批判
アメリカ国務省人身売買年次報告書 2007年版～2014年版

国連自由権規約委員会勧告 2008年10月30日

国連女性差別撤廃委員会総括所見 2009年8月7日

国連移住者特別報告者談話 2010年4月

国連女性と子どもの人身売買特別報告者勧告

2010年6月3日

移住者の人権に関する国連の特別報告者勧告

2011年3月21日

国連自由権規約委員会総括所見・勧告
2014年7月25日



相次ぐ
不正行為、人権侵害



時給３００円の労働者

強制帰国



技能実習生への支給予定賃金（基本給）別構成比（2007年）

Wages Earned (Basic Pay) by Technical Interns (2007)

出典：国際研修協力機構編『ＪＩＴＣＯ白書』（2008年版）
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実録 これが強制帰国
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邪悪な欲望に変貌する社長

モノ扱いが「許される」労使関係

著しい支配従属

なぜ強制帰国が起きるのか。
なぜ時給３００円がまかり通るのか。
なぜ不正行為が絶えないのか。
なぜ居直りが許されるのか。

制度を理解しない一部の不心得者によるものなのか？
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そろそろまとめです。
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JICA・自治体による受入れなど
Recruitment by JICA/local municipalities

職種限定無し (no restrictions on type of job)
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中国, 14.24%

インドネシア, 7.19%

フィリピン, 4.85%

タイ, 7.77%

ベトナム, 6.39%

アジアその他, 28.36%

ヨーロッパ, 4.81%

アフリカ, 14.35%

北アメリカ, 4.24%

南アメリカ, 5.29%

オセアニア, 2.46%

無国籍, 0.05%

研修生新規入国者
国籍別

2011年1月～12月
法務省
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2011年7月14日 富山新聞

読売新聞
北日本新聞

朝日新聞
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邪悪な欲望に変貌する社長

なぜ強制帰国が起きるのか。
なぜ時給３００円がまかり通るのか。

なぜ不正行為、セクハラが絶えないのか。
なぜ居直りが許されるのか。

制度を理解しない一部の不心得者によるものなのか？

人を変えてしまう恐ろしい制度



現代民主主義社会における労働契約

人格人格

お金

労働者 経営者

取引・干渉

不干渉

労働力



民主主義社会を支える柱の一つ
労使対等原則

人権 平和



外国人技能実習制度は、

労使対等原則が

担保されない制度となっている。

→雇用主への著しい従属（対等な労使関係が築けない）

→不法行為の多発

→民主主義社会の破壊

「労働者受入れ」の制度として
外国人技能実習制度を

使ってはならない。



復興、オリンピック

緊急措置



即戦力

技能実習



技能実習制度は、我が国が先進国とし

ての役割を果たしつつ国際社会との調和

ある発展を図っていくため、

技能、技術又は知識の開発途上国等へ

の移転を図り、

開発途上国等の経済発展を担う「人づく

り」に協力することを目的としております。
（厚労省ホームページ）



移民政策としての

外国人（研修・）技能実習制度

労働者を労働者と言えない

私たち、この社会



奴隷時代や主従時代の
労働者の移動

近代民主主義社会の
労働者の移動

労使対等原則が担保される

労働者の移動



労働者を

労働者として



職場だけではない地域の一員

家族、子どもの抱える問題、課題

すでに始まっている
多民族・多文化共生社会



移民政策は地球的共通課題

この社会を共に生き、共につくる
働く仲間、隣人として

受入のための条件（環境）整備

ではなく！

管理・監視の対象や使い捨ての労働力
ではなく！



東日本大震災



宮城県
南三陸町
志津川高校



労使対等原則が担保された

多民族･多文化共生社会へ



おわり

ありがとうございました。


